
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

三

一

号

平
成
十
六
年
七
月
十
八
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
が
報
じ
た
「
政
府
が
ま
と
め
た
対
ロ
シ
ア
外
交
の
新
し
い
『
対
処

方
針
』
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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平
成
十
六
年
七
月
十
八
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
が
報
じ
た
「
政
府
が
ま
と
め
た
対
ロ
シ
ア
外
交
の
新
し
い
『
対
処

方
針
』
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
付
内
閣
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
三
一
号
）
に
お
い
て
、
「
平
成
十
六
年
七
月
十
八
日
付

朝
日
新
聞
朝
刊
は
、
「
政
府
が
ま
と
め
た
対
ロ
シ
ア
外
交
の
新
し
い
『
対
処
方
針
』
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
報
じ
て
い
る

が
、
政
府
が
か
か
る
文
書
を
作
成
し
た
事
実
は
あ
る
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
政
府
は
「
お
尋
ね
の
文
書
を
政
府
が
作
成
し

た
と
い
う
事
実
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
当
該
報
道
は
朝
日
新
聞
の
虚
報
も
し
く
は
誤
報
と
政
府
は
認
識
し

て
い
る
か
。

二

本
件
報
道
に
対
し
て
、
在
京
ロ
シ
ア
大
使
館
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
照
会
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。
か
か
る

照
会
に
関
す
る
記
録
は
外
務
省
に
公
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

三

本
件
報
道
に
対
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
の
ロ
シ
ア
外
務
省
か
ら
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
大
使
館
に
対
し
て
照
会
が
な
さ
れ
た
と
い

う
事
実
が
あ
る
か
。
か
か
る
照
会
に
関
す
る
報
告
が
公
電
で
な
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
公
電
は
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る

か
。

四

当
該
報
道
が
虚
報
も
し
く
は
誤
報
で
あ
る
と
政
府
が
認
識
し
て
い
る
な
ら
ば
、
外
務
省
は
朝
日
新
聞
に
対
し
て
抗
議
し
た

一



か
。

右
質
問
す
る
。

二


